
総務課業務補助職員（期間業務職員）の採用について 

 

１ 採用人数等 

  採用人数：総務課業務補助職員（期間業務職員） １名 

  年齢：不問 

  ※国家公務員法第３８条の規定により国家公務員になれない方は応募不可。 

 

２ 雇用予定期間等 

  雇用予定期間：令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで 

  試用期間：あり（１か月） 

   

  雇用形態：非常勤 

  勤務地：大阪高等検察庁事務局総務課 

 

３ 就業時間等 

  就業時間：８時３０分から１７時１５分まで（１２時から１３時は休憩時間） 

       （９時から１７時４５分の場合もあり、休憩時間は同上） 

  休日：土・日曜日、祝日、年末年始（１２月２９日～１月３日） 

  休暇：人事院規則に基づき有給休暇・無給休暇が取得可能 

 

４ 賃金等 

  賃金：日給８，６８０円から１１，８７３円程度 

     （行政職 １－１が基準となり、学歴・職歴等を勘案の上決定） 

  給与形態：日給制 

  賃金締切：月末 

  賃金支払日：原則毎月１６日 

  交通費：別途支給 

  賞与：期末手当、勤勉手当支給（勤務期間、勤務実績等による） 

 

５ 仕事の内容等 

  仕事の内容：検察行政事務（出勤簿の管理、法定外控除に関する事務、電話応対及びそ

の他庶務事務補助等） 

  学歴：高卒程度 

  必要な経験等：パソコン操作（エクセル等） 

  必要な免許資格：不問 

 

６ 健康保険等 

  雇用保険、厚生年金保険に加入 



７ 選考方法 

  一次選考 

 書類選考 

 応募される方は、履歴書（３か月以内に撮影したカラーの顔写真貼付）及び職務経

歴書各１通を下記８の連絡先まで郵送願います（令和７年１月２１日（火）必着）。 

 書類選考の結果不採用の場合、応募書類は返却します。 

   二次選考 

 作文試験及び面接試験（一次選考合格者のみ、日程連絡の上、当庁舎内で実施） 

 

８ 連絡先 

  〒５５３－８５１１ 大阪市福島区福島１丁目１番６０号 

  大阪高等検察庁事務局人事課人事第一係 

    ０６－４７９６－２１００（内線５６４１） 

 

９ 備考 

 履歴書については、市販の様式で差し支えありませんが、業務上有用と思われる資

格や経験を記載してください。 

 応募により取得した個人情報は、採用手続事務の目的以外に利用することはありま

せん。 

 また、賃金その他の人事制度については、法改正等によって、一部変更となる可能

性があります。 
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